
議案第４６号 

芽室町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例中一部改正の件 

芽室町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例を次のとおり一部改正しようとするものであります。 

令和５年９月１日提出 

芽室町長 手 島  旭 

芽室町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

芽室町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成26年条例第35号）の一部を次のように改正する。 

第15条第１項第２号中「第11項」を「第10項」に改める。 

第37条第１項中「第61号。）第27条」を「第61号）第28条」に、「Ｂ型（同省令第

27条」を「Ｂ型（同令第31条」に、「Ｃ型（同省令第27条」を「Ｃ型（同令第33条」

に改める。 

第51条第３項後段中「申込みに係る同号」を「申込みに係る法第19条第１号」に改

め、「第52条」の次に「第１項」を加え、「次条第３項において同じ。」及び「する

ことが」を削り、「第43条」の次に「第１項」を加え、「同号に掲げる」を「法第19

条第１号に掲げる」に、「第２項から第４項まで」を「前３項」に改める。 

第52条第３項中「第43条」の次に「第１項」を加える。 

附 則 

この条例は、令和５年９月16日から施行する。 

 

 

 

説 明 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（令和５年法律第58号）及びこども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法

の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の

整備に関する内閣府令（令和５年内閣府令第33号）等に基づき、関係条文を整理する

ため、本条例を改正しようとするものであります。 
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芽室町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応

じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子

どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行

わなければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応

じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子

どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行

わなければならない。 

(１) －略－ (１) －略－ 

(２) 認定こども園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の

認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされたも

のに限る。） 次号及び第４号に掲げる事項 

(２) 認定こども園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の

認定を受けた施設及び同条第11項の規定による公示がされたも

のに限る。） 次号及び第４号に掲げる事項 

(３)と(４) －略－ (３)と(４) －略－ 

２ －略－ ２ －略－ 

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用

定員（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以

上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）第28条に

規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第42条第３項第１号におい

て同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同令第31条に規定する小規

模保育事業Ｂ型をいう。第42条第３項第１号において同じ。）に

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用

定員（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以

上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号。）第27条

に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第42条第３項第１号にお

いて同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同省令第27条に規定する

小規模保育事業Ｂ型をいう。第42条第３項第１号において同
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改正案 現 行 

あっては６人以上19人以下とし、小規模保育事業Ｃ型（同令第33

条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において同

じ。）にあっては６人以上10人以下とし、居宅訪問型保育事業に

あっては１人とする。 

じ。）にあっては６人以上19人以下とし、小規模保育事業Ｃ型

（同省令第27条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４

条において同じ。）にあっては６人以上10人以下とし、居宅訪問

型保育事業にあっては１人とする。 

２ －略－ ２ －略－ 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第51条 －略－ 第51条 －略－ 

２ －略－ ２ －略－ 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保

育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第30条第

１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項において同

じ。）を、それぞれ含むものとして、この章（第40条第２項を除

き、前条において準用する第８条から第14条まで（第10条及び第

13条を除く。）、第17条から第19条まで及び第23条から第33条ま

でを含む。）の規定を適用する。この場合において、第39条第２

項中「利用の申込みに係る法第19条第３号に掲げる小学校就学前

子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第１号に

掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満３歳未満保育認定子ど

も（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において

同じ。）」とあるのは「同号又は同条第３号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第52条第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保

育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第30条第

１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項において同

じ。）を、それぞれ含むものとして、この章（第40条第２項を除

き、前条において準用する第８条から第14条まで（第10条及び第

13条を除く。）、第17条から第19条まで及び第23条から第33条ま

でを含む。）の規定を適用する。この場合において、第39条第２

項中「利用の申込みに係る法第19条第３号に掲げる小学校就学前

子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る同号に掲げる小学

校就学前子どもの数」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」

とあるのは「同号又は同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども（第52条の規定により特定利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保
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改正案 現 行 

特定利用地域型保育の対象となる法第19条第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」

と、「同号」とあるのは「同条第３号」と、「教育・保育給付認

定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育

を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが

優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた

順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関

する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」

と、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは

「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる

法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」

と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供に要する費

用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

 

育の対象となる法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもを含む。次条第３項において同

じ。）」と、「同号」とあるのは「同条第３号」と、「教育・保

育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定

子どもが優先的に利用することができるよう、」とあるのは「抽

選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保

育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公

正な方法により」と、第43条中「教育・保育給付認定保護者」と

あるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対

象となる同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」

と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供に要する費

用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「第２項から第４項

まで」とする。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第52条 －略－ 第52条 －略－ 

２ －略－ ２ －略－ 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型 ３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型
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改正案 現 行 

保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保

育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ

含むものとして、この章の規定を適用する。この場合において、

第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第

19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る

教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第

29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第３

号の内閣総理大臣が定める基準により算出した費用の額」と、同

条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提

供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子

どもに対するものを除く。）に要する費用」とする。 

附 則 

この条例は、令和５年９月16日から施行する。 

保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保

育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ

含むものとして、この章の規定を適用する。この場合において、

第43条中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第19条第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保

育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第29条第３

項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第３号の内閣

総理大臣が定める基準により算出した費用の額」と、同条第４項

中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定

利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対

するものを除く。）に要する費用」とする。 
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